
1令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

令和 ５ 年 10 月 ４ 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ５９ 　号）

　
い し か わ 文 化 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 十 月 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 二 十 六 号

　
生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 十 月 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 二 十 七 号

　　　　条　　　例
○いしかわ文化振興条例の一部を改正する条例
 （文化振興課）　１

○生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の
　整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の
　施行に伴う関係条例の整備に関する条例 （薬事衛生課）　１
○石川県地方競馬実施条例の一部を改正する条例
 （競馬業務課）　２
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（１９）

い し か わ 文 化 振 興 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 二 十 七 条 」 を 「 第 二 十 七 条 の 二 」 に 改 め る 。

第 二 章 第 四 節 中 第 二 十 七 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 文 化 観 光 の 推 進 ）

第 二 十 七 条 の 二 県 は 、 本 県 の 文 化 及 び 観 光 の 振 興 を 図 る た め 、 文 化 観 光 （ 文 化 資 源 の 観 覧 及 び 体

験 活 動 等 を 通 じ て 文 化 に つ い て の 理 解 を 深 め る こ と を 目 的 と す る 観 光 を い う 。 ） の 推 進 に 向 け 、

国 、 市 町 、 文 化 施 設 及 び 観 光 事 業 者 （ 観 光 に 関 す る 事 業 を 営 む 者 を い う 。 ） 等 と 相 互 に 連 携 し 、

必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

文 化 観 光 に 関 す る 取 組 を 、 こ れ ま で 以 上 に 様 々 な 機 関 と 連 携 し 、 推 進 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 四 号

い し か わ 文 化 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

い し か わ 文 化 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 九 月 十 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 文 化 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 十 月 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩
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（２１）

（ 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 九 の 項 ２ 中 「 又 は 第 三 条 の 三 第 一 項 」 を 「 、 第 三 条 の 三 第 一 項 又 は 第 三 条 の 四 第 一 項 」 に

改 め る 。

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 五 条 第 三 号 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め る 。

第 一 条 の 二 第 一 項 及 び 第 一 条 の 三 中 「 及 び 第 三 条 の 三 第 三 項 」 を 「 、 第 三 条 の 三 第 二 項 及 び 第

三 条 の 四 第 三 項 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 中 「 第 五 条 第 三 号 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 で い 酔 者 等 」

を 「 泥 酔 者 等 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 公 衆 浴 場 基 準 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 公 衆 浴 場 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 三 条 た だ し 書 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 条 中 第 一 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 一 号 と

し 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 前 各 号 」 を 「 前 二 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 三 号 と す

る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 五 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

議 案 第 五 号

生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の

旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る

条 例 に つ い て

生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 九 月 十 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

議
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（２７）

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 競 馬 の 公 正 を 確 保 し 、 又 は 競 馬 場 内 の 秩 序 を 維 持 」 を 「 競 馬 場 内 の 秩 序 を 維 持 し 、 そ

の 他 競 馬 の 公 正 を 確 保 し 、 又 は 競 馬 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 」 に 改 め 、 「 第 十 条 第 一 項 」 の 下 に 「 か ら

第 三 項 ま で 」 を 加 え 、 「 競 馬 場 へ の 」 を 削 り 、 「 退 去 」 を 「 入 場 者 に 対 し て 場 外 へ の 退 去 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

競 馬 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由

で あ る 。

議 案 第 八 号

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 九 月 十 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 十 月 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 二 十 八 号
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（２１）

（ 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 九 の 項 ２ 中 「 又 は 第 三 条 の 三 第 一 項 」 を 「 、 第 三 条 の 三 第 一 項 又 は 第 三 条 の 四 第 一 項 」 に

改 め る 。

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 五 条 第 三 号 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め る 。

第 一 条 の 二 第 一 項 及 び 第 一 条 の 三 中 「 及 び 第 三 条 の 三 第 三 項 」 を 「 、 第 三 条 の 三 第 二 項 及 び 第

三 条 の 四 第 三 項 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 中 「 第 五 条 第 三 号 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 で い 酔 者 等 」

を 「 泥 酔 者 等 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 公 衆 浴 場 基 準 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 公 衆 浴 場 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 三 条 た だ し 書 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 条 中 第 一 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 一 号 と

し 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 前 各 号 」 を 「 前 二 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 三 号 と す

る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 五 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

議 案 第 五 号

生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の

旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る

条 例 に つ い て

生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 九 月 十 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例
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（２７）

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 競 馬 の 公 正 を 確 保 し 、 又 は 競 馬 場 内 の 秩 序 を 維 持 」 を 「 競 馬 場 内 の 秩 序 を 維 持 し 、 そ

の 他 競 馬 の 公 正 を 確 保 し 、 又 は 競 馬 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 」 に 改 め 、 「 第 十 条 第 一 項 」 の 下 に 「 か ら

第 三 項 ま で 」 を 加 え 、 「 競 馬 場 へ の 」 を 削 り 、 「 退 去 」 を 「 入 場 者 に 対 し て 場 外 へ の 退 去 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

競 馬 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由

で あ る 。

議 案 第 八 号

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 九 月 十 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 競 馬 の 公 正 を 確 保 し 、 又 は 競 馬 場 内 の 秩 序 を 維 持 」 を 「 競 馬 場 内 の 秩 序 を 維 持 し 、 そ

の 他 競 馬 の 公 正 を 確 保 し 、 又 は 競 馬 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 」 に 改 め 、 「 第 十 条 第 一 項 」 の 下 に 「 か ら

第 三 項 ま で 」 を 加 え 、 「 競 馬 場 へ の 」 を 削 り 、 「 退 去 」 を 「 入 場 者 に 対 し て 場 外 へ の 退 去 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

競 馬 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由

で あ る 。

議 案 第 八 号

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 五 年 九 月 十 二 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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